
都市計画道路坂中央線街路事業に係る事業概要説明資料

都市計画道路坂中央線（一般県道坂小屋浦線）は、平成１３年３月の都市計画決定以降、１工区から整備を進めております。

１工区は，平成ヶ浜地区（坂町役場前）や西側地区（坂みみょう保育園前）などの工事を実施し，一部区間で供用を開始しております。

２工区は，街路事業として国土交通省に事業認可の申請を行い、令和３年１０月に事業認可を受けたことから，今後は用地測量や境

界立会等に着手し，工事を進めていく予定です。

１ はじめに

２ 都市計画事業の概要
事業名 ： 都市計画道路坂中央線街路事業

事業区間 ： 平成ヶ浜地区～上条地区

事業延長 ： Ｌ ＝約１，５００ｍ

道路幅員 ： Ｗ＝１７．０ｍ（一般部）

・新市街地と既成市街地がＪＲにより分断されています。

・踏切遮断による交通渋滞が発生し，消防や救急活動に支障が生じています。

・町道の幅員が狭く，歩行者や車両の円滑な通行が確保できていない状況です。
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・ＪＲとの立体交差に伴い，地域の交流や連携の促進を図ることが出来ます。

・交通渋滞の緩和，緊急時の円滑な活動が可能になります。

・歩行者や車両が安全に通行できる道路空間が確保できます。
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事業認可を受けました
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４ 事業の流れと今後の予定（２工区）

取付道路区間

L=103m（W=7m）
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３ 坂中央線（２工区）の計画概要

本線区間 L=580m（W=17m）中央公園付近
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明神川

総頭川

令和３年１０月の事業認可を受け，用地測量や境界立会等を進めていきます。

･･･ 令和３年１０月１１日

･･･ 平成１３年３月１２日

令和１０年３月３１日（※）

事業認可期間

５ 都市計画事業認可に伴う土地等の
利用制限等について

（１）建築等の制限（都市計画法第65条）

事業地内において，事業施行の障害となる

土地の形質変更や建築物の建築等を行う場

合は，広島県の許可が必要となります。

（２）土地建物等の先買い（都市計画法第67条）

事業地内において，土地建物等を有償で

譲り渡そうとする場合は，事前に広島県へ

の届け出が必要となります。

（３）土地等の収用（都市計画法第70条）

土地収用法が適用されます。

事業認可の告示後は，以下のような都市
計画法に基づく利用制限等が発生します。

橋梁

明神川の付け替え坂東四丁目

坂東四丁目

※事業進捗に伴い，期間を変更する場合があります

向井田橋付近

凡例
車道

歩道

坂西二丁目

○用地測量に際し，土地への立ち

入りをご了承いただきますよう

お願いいたします。

○境界立会は，用地取得予定地

の面積を確定するため，土地

境界を現地で確認する作業です。

坂西三丁目


